
健康相談のご案内
　新冠国保診療所にて、保健師・管理栄養士・歯科

衛生士による健康相談を行います。

　体調や健康に関することなど、気軽に相談してく

ださい。事前のお申し込みは不要ですので、直接会

場におこしください。

〇日時　７月 21日 (金 )　午前 10時～ 12時

〇場所　新冠国保診療所待合室

〇内容　健康相談、栄養相談、歯科相談、体脂肪率・

　　　　体内年齢・内臓脂肪レベルなどの各種測定

●担当：　保健福祉グループ健康推進係

からだリセット講座
　お腹まわりや運動不足が気になるけれど、毎日忙

しくて自分の健康管理は後回しになってしまう、、、と

いう方におすすめの講座で、お仕事が終わった後に

参加できる夜間講座です。

　血管年齢などの測定や、専門家による運動指導など

を受け、３ヶ月間で体内年齢の若返りを目指します。

　過去に参加経験のある方や、全ての回に参加でき

ない方も大歓迎です。たくさんの方々の申込みお待

ちしています！

〇日時

　７月 26日（水）～ 10月６日（金）

　18時 30 分～ 20 時（全６回）

〇場所

　第１回：町民センター

　第２～６回：保健センター

〇対象

　町内在住の 30 歳～ 64 歳の方（対象年齢以外の方

で参加を希望される方は、担当までご相談ください。）

〇定員　12名（先着順）

〇講座内容

　①血液観察や血管年齢などの各種測定

　②専門家による運動指導や栄養・歯科講座

　③自分に合う目標を決め、生活習慣の改善に挑戦！

●担当：保健福祉グループ健康推進係

福祉医療受給者証の更新手続
　重度心身障がい者医療・ひとり親家庭等医療・子

ども医療の福祉医療受給者証の更新手続きを７月下

旬より順次、受付いたします。

　詳しくは、後日、対象者に郵送されます更新手続

きをご覧ください。

　また、現在お持ちの受給者証は平成 29年８月以降、

使用できなくなりますので、ご注意ください。

●担当：保健福祉グループ医療給付係

食中毒予防のポイント
　気温・湿度ともに高くなる

これからの時期は食中毒が起

こりやすくなります。今回は

食中毒予防のポイントをお知

らせします。

①菌を食材につけないこと

　帰宅後やトイレ後、調理の前後などには必ず石け

んで手を洗いましょう。ふきんや包丁などの調理器

具は使用後すぐに洗い、熱湯や漂白剤で消毒するこ

とで二次汚染を防ぐことができます。

②菌を増やさないこと

　食品購入後は素早く冷蔵庫や冷凍庫に入れて保管

します。調理したものは２時間以内に食べるように

し、室温で長い間放置することは避けましょう。

③菌を消滅させること

　食品は中心部までしっかり加熱します。調理済み

食品や残った料理を温めなおす時も十分に加熱して

から食べるようにしましょう。

④食中毒を起こしやすい食品

　食中毒は全ての食品で起こる可能性がありますが、

特に注意が必要な食品として、生食のもの、生菓子、

おにぎり、めん類、弁当、鶏卵、肉類、魚介類、大

量調理したカレーやシチュー、煮物などがあります。

　これらの食品を取り扱うときには、十分に注意し

ましょう。

●担当：保健福祉グループ健康推進係

保健福祉課からのお知らせ

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information － その２

●問い合わせ：保健福祉課保健福祉グループ　☎ 0146・47・2113
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